
個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】健康保険課 国保・医療年金グループ 

個人情報ファイルの名称 被保険者台帳 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険に関する事務を行うため 

記録項目 

１被保険者情報（氏名、住所、性別、生年月日、被保険者番号、

個人番号、宛名番号、世帯番号、送付先、負担区分管理情報、

資格確認書等情報、減額額・限度額証情報、特定疾病認定情報）、

２賦課情報（所得情報、保険料情報）、 

３収納情報（収納情報、滞納者情報）、 

記録範囲 国民健康保険加入者及び過去に加入した履歴がある者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 新潟県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町５番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日 
個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】健康保険課 国保・医療年金グループ 



個人情報ファイルの名称 
後期高齢者医療保険被保険者台帳（新潟県後期高齢者医療広域

連合電算処理システム） 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険に関する事務を行うため 

記録項目 

１被保険者情報（氏名、住所、性別、生年月日、被保険者番号、

個人番号、宛名番号、世帯番号、送付先、負担区分管理情報、

保険証情報、減額額・限度額証情報、特定疾病認定情報）、２

賦課情報（所得情報、保険料情報）、３収納情報（収納情報、 滞

納者情報）、４給付情報（被保険者別レセプト一覧情報、給付

該当情報、口座情報)） 

記録範囲 

７５歳以上の方（生活保護受給者は除く）、障がいのある方で

６５歳以上７５未満の認定を受けた方、世帯員、相続人、成年

後見人、保佐人 

記録情報の収集方法 本人、総合行政システム（個人住民税情報）、 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 新潟県後期高齢者医療広域連合、 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町５番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日 



個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】健康保険課 国保・医療年金グループ 

個人情報ファイルの名称 
後期高齢者医療保険料管理（賦課・収納）台帳（後期高齢者シ

ステム） 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 
後期高齢者医療保険の保険料通知・収納に関する事務を行うた

め 

記録項目 

１被保険者情報（氏名、住所、性別、生年月日、被保険者番号、

宛名番号、送付先情報、振替・還付口座情報）、２賦課情報（保

険料算定情報 期割情報（特徴・普徴別期割額）、３収納情報

（収納状況） 

記録範囲 

７５歳以上の方（生活保護受給者は除く）、障がいのある方で

６５歳以上７５未満の認定を受けた方、世帯員、相続人、成年

後見人、保佐人 

記録情報の収集方法 
新潟県後期高齢者医療広域連合システム（賦課台帳）、介護保

険システム、本人、世帯員、相続人、成年後見人、保佐人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町５番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日 
 



個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】健康保険課 国保・医療年金グループ 

個人情報ファイルの名称 国民年金被保険者台帳（総合行政システム） 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金の被保険者情報を管理するため 

記録項目 

１基礎年金番号、２年金種別、３被保険者情報（宛名番号、個

人番号、カナ氏名、氏名、郵便番号、住所、生年月日、性別、

電話番号）、４取得喪失記録、５免除記録、６付加記録 

記録範囲 20 歳以上の国民年金被保険者 

記録情報の収集方法 本人、世帯員、日本年金機構、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 市民税務課、日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町５番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日 



個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】健康保険課 国保・医療年金グループ 

個人情報ファイルの名称 受給年金受給者台帳（総合行政システム） 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金等の受給者情報を管理するため 

記録項目 

１受給者情報（宛名番号、個人番号、氏名、住所、生年月日、

性別）、２受給内容（受給年金番号、年金コード、受給区分、

裁定請求日、障害等級、子加算、進達日） 

記録範囲 年金受給者 

記録情報の収集方法 本人、世帯員、日本年金機構、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町５番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日 



個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】健康保険課 国保・医療年金グループ 

個人情報ファイルの名称 妊産婦及び子どもの医療費助成にかかる受給者台帳 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 妊産婦医療費及び子ども医療費の助成を行うため 

記録項目 

１申請者情報（氏名、カナ氏名、生年月日、郵便番号、住所、

識別コード）、２受給者情報（氏名、カナ氏名、生年月日、郵

便番号、住所、識別コード）、３受給資格情報（資格名称、受

給者番号、公費負担者番号、申請日、出産予定日、受給期間、

開始事由、終了事由、入外区分、負担区分、入院有効期間、通

院有効期間）、４加入保険情報（保険者名、加入期間、被保険

者氏名、記号・番号） 

記録範囲 子ども医療費助成の受給者、世帯員、本人 

記録情報の収集方法 受給者、世帯員、本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町５番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日 



個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】健康保険課 国保・医療年金グループ 

個人情報ファイルの名称 子ども医療費助成の公費負担医療受給者別一覧表（連名簿） 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 子ども医療費助成の受給資格の有無を確認するため 

記録項目 

１医療機関コード、２医療機関名、３公費負担者番号保険者番

号、４受給者番号、５性別、６生年月日、７診療年月、８入外

コード、９請求区分、１０高額、１１点数表、１２日数（回数）、

１３決定点数（基準額）、１４対象費用額（対象基準額）、１５

決定金額、１６患者負担額、１７他公費患者負担額、１８他公

費請求額（再掲）、１９法別、２０保険給付割合 

記録範囲 子ども医療費受給者証を使用し医療機関を受診したもの 

記録情報の収集方法 新潟県国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町５番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 胃がん検診受付連名簿（兼）連名成績書（胃部エックス線検査） 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 胃がん検診の精度管理に活用するため 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５基準

日年齢、６受診時国保区分、７実施区分、８検診番号、９総合

指導区分、１０検診機関、１１初診・再診区分、１２所見、１

３判定 

記録範囲 胃がん検診受診者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、検診機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 新潟県健康づくり財団 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 大腸がん検診受付連名簿（兼）連名成績書 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 大腸がん検診の精度管理に活用するため 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５基準

日年齢、６受診時国保区分、７実施区分、８検診番号、９総合

指導区分、１０検診機関、１１初診・再診区分、１２検体番号 

記録範囲 大腸がん検診受診者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、検診機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 新潟県健康づくり財団 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 胸部検診受付名簿（兼）連名成績書 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 胸部レントゲン検査（肺がん検診）の精度管理に活用するため 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５基準

日年齢、６受診時国保区分、７実施区分、８検診番号、９総合

指導区分、１０検診機関、１１初診・再診区分、１２記号区分 

記録範囲 肺がん検診受診者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、検診機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 新潟県健康づくり財団 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 子宮頸がん検診受付名簿（兼）連名成績書 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 子宮頸がん検診の精度管理に活用するため 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５基準

日年齢、６受診時国保区分、７実施区分、８検診番号、９総合

指導区分、１０精密検査区分、１１検診機関、１２初診・再診

区分、１３集団・施設区分、１４臨床診結果、１５細胞診結果、

１６医療の要否、１７子宮頸部診断（一次） 

記録範囲 子宮頸がん検診受診者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、検診機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 新潟県健康づくり財団 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 乳がん検診受付名簿（兼）連名成績書 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 乳がん検診の精度管理に活用するため 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５基準

日年齢、６受診時国保区分、７コース、８実施区分、９検診番

号、１０総合指導区分、１１検診機関、１２初診・再診区分、

１３集団・施設区分、１４検査方式、１５マンモ判定、１６フ

ィルム番号、１７右乳房判定、１８右乳房所見、１９左乳房判

定、２０左乳房所見 

記録範囲 乳がん検診受診者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、検診機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 新潟県健康づくり財団 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 前立腺がん検診受付名簿（兼）連名成績書 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 前立腺がん検診の精度管理に活用するため 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５基準

日年齢、６受診時国保区分、７実施区分、８検診番号、９総合

判定、１０検診機関、１１初診・再診区分、１２検査結果（Ｐ

ＳＡ値） 

記録範囲 前立腺がん検診受診者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、検診機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 新潟県健康づくり財団 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 市民健診結果 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 
市民健診受診者の受診日、健診結果等の管理のために利用する

ため 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５基準

日年齢、６受診時国保区分、７医療機関名、８請求日（月）、

９総合指導区分、１０コース、１１身長、１２体重、１３肥満

度、１４ＢＭＩ、１５腹囲、１６内臓脂肪判定、１７既往歴、

１８自覚症状、１９他覚症状、２０血圧、２１血液検査結果、

２２心電図検査結果、２３眼底検査結果、２４メタボリックシ

ンドローム判定、２５保健指導レベル、２６医師の判断、２７

判断した医師の氏名、２８問診結果 

記録範囲 市民健診受診者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、健診機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 特定健康診査受診者連名簿 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定健康診査受診者の受診日、健診結果等の管理のために利用

するため 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５基準

日年齢、６受診時国保区分、７医療機関名、８請求日（月）、

９総合指導区分、１０コース、１１身長、１２体重、１３肥満

度、１４ＢＭＩ、１５腹囲、１６内臓脂肪判定、１７既往歴、

１８自覚症状、１９他覚症状、２０血圧、２１血液検査結果、

２２心電図検査結果、２３眼底検査結果、２４メタボリックシ

ンドローム判定、２５保健指導レベル、２６医師の判断、２７

判断した医師の氏名、２８問診結果 

記録範囲 特定健康健診受診者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、健診機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 特定保健指導実施記録 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 
市民・特定健康診査受診者に対する保健指導を保健活動に活用

するため 

記録項目 

１年度、２登録日、３実施項目、４データ区分、５保健指導内

容 

記録範囲 特定保健指導対象者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 特定保健指導実施記録 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 
市民・特定健康診査受診者に対する保健指導を保健活動に活用

するため 

記録項目 

１年度、２登録日、３実施項目、４データ区分、５保健指導内

容 

記録範囲 生活習慣病重症化予防保健指導対象者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 健診受診者名簿（74 歳以下） 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 市民・特定健康診査受診者に対する保健指導に活用するため 

記録項目 

１個人番号、２氏名、３カナ氏名、４性別、５生年月日、６年

度末年齢、７健診年月日、８総合判定区分、９階層化区分、１

０初再診、１１重症化内容、１２郵便番号、１３住所、１４身

長、１５体重、１６ＢＭＩ、１７腹囲、１８収縮期血圧、１９

拡張期血圧、２０ＬＤＬコレステロール、２１HbA1ｃ、２２ｅ

ＧＦＲ、２３尿蛋白、２４心電図所見、２５服薬（血圧）、２

６服薬（血糖）、２７服薬（脂質）、２８自覚症状、２９採血時

間（食後）、３０中性脂肪、３１ＨＤＬコレステロール、３２

ｎｏｎ-ＨＤＬコレステロール、３３総コレステロール、３４

ＡＳＴ、３５ＡＬＴ、３６γ-ＧＴ、３７空腹時血糖、３８随

時血糖、３９ヘマトクリット値、４０血色素量、４１赤血球数、

４２尿潜血、４３尿糖、４４血清尿酸、４５血清クレアチニン、

４６眼底検査結果、４７心電図所見の有無、４８心電図判定、

４９メタボリックシンドローム判定、５０既往歴（脳卒中）、

５１既往歴（心臓病）、５２既往歴（慢性腎臓病や腎不全）、５

３問診内容、５４カルテ番号、５５再検査受診日、５６再検査

医療機関、５７再検査結果  

記録範囲 市民・特定健康健診受診者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、健診機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☐有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 



作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 健診受診者名簿（75 歳以上） 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 市民健康診査受診者に対する保健指導に活用するため 

記録項目 

１個人番号、２氏名、３カナ氏名、４性別、５生年月日、６年

度末年齢、７健診年月日、８総合判定区分、９階層化区分、１

０初再診、１１重症化内容、１２郵便番号、１３住所、１４身

長、１５体重、１６ＢＭＩ、１７腹囲、１８収縮期血圧、１９

拡張期血圧、２０ＬＤＬコレステロール、２１HbA1ｃ、２２ｅ

ＧＦＲ、２３尿蛋白、２４心電図所見、２５服薬（血圧）、２

６服薬（血糖）、２７服薬（脂質）、２８自覚症状、２９採血時

間（食後）、３０中性脂肪、３１ＨＤＬコレステロール、３２

ｎｏｎ-ＨＤＬコレステロール、３３総コレステロール、３４

ＡＳＴ、３５ＡＬＴ、３６γ-ＧＴ、３７空腹時血糖、３８随

時血糖、３９ヘマトクリット値、４０血色素量、４１赤血球数、

４２尿潜血、４３尿糖、４４血清尿酸、４５血清クレアチニン、

４６眼底検査結果、４７心電図所見の有無、４８心電図判定、

４９メタボリックシンドローム判定、５０既往歴（脳卒中）、

５１既往歴（心臓病）、５２既往歴（慢性腎臓病や腎不全）、５

３問診内容、５４カルテ番号、５５再検査受診日、５６再検査

医療機関、５７再検査結果  

記録範囲 市民・特定健康健診受診者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、健診機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☐有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 



行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 高血圧・糖尿病管理台帳 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 保健指導に活用するため 

記録項目 

１追加年度（高血圧・糖尿病）、２氏名、３性別、４R6 年度用

年齢、５合併症の有無、６項目、７R1 健診結果、８R2 健診結

果、９R3 健診結果、１０R4 健診結果、１１R5 健診結果、１２

R6 健診結果、１３要介護度・転出・死亡等 

記録範囲 
過去6年間に市の健診で一度でもⅡ度高血圧又はHbA1C7.0％以

上に該当した者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、健診機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 高齢者肺炎球菌予防接種対象者名簿 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５住所 

記録範囲 予防接種対象者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 高齢者インフルエンザ予防接種対象者名簿 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者インフルエンザ予防接種費用助成事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５住所 

記録範囲 予防接種を行った者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日：令和７年４月１５日 



情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種対象者名簿 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 
高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成事務を行

うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５住所 

記録範囲 予防接種を行った者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日：令和７年４月１５日 



情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 帯状疱疹予防接種対象者名簿 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 帯状疱疹予防接種費用助成事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５住所 

記録範囲 予防接種対象者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日：令和７年４月１５日 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 定期予防接種対象者名簿 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 定期予防接種実施事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５住所 

記録範囲 予防接種対象者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 風しん追加的対策抗体検査・予防接種対象者名簿 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 風しん追加的対策抗体検査・予防接種費用助成事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５住所 

記録範囲 抗体検査・予防接種対象者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 



個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】健康保険課 健康づくりグループ 

個人情報ファイルの名称 臨時予防接種台帳、集団接種割付名簿 

行政機関等の名称 妙高市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 
新型コロナウイルスワクチン接種における接種情報等の管理

に活用するため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５住所、６接種券番号、

７接種回数、８接種日、９医師名、１０接種会場、１１ワクチ

ン種類（メーカー）、１２ワクチン製造番号、１３ワクチン接

種量 

記録範囲 新型コロナワクチン接種対象者（生後６か月以上） 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳システム、 

ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）※デジタル庁 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）妙高市健康保険課 

（所在地）〒944-8686 新潟県妙高市栄町 5 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２７日（令和７年４月１５日） 


